
必ずチェック最低賃金！ 使用者も、労働者も

１　青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

　　　時間額　762円（平成30年10月４日から）
２　青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
３　製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定められています。
４　詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
　　　（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）

●お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
　（TEL：017-734-4114、FAX：017-734-5821）

青森県最低賃金改定のお知らせ

●もつけだんぶり/小田桐征彦（観光・交通・サービス）●オフィス・24㈱/後藤博
文（理財・情報産業）●那須農園/那須義人（食品商業）●AZUMASKILL/東彰吾
（工業）●ハッピーハウス合同会社/種市智（理財・情報産業）●宝飾工房セレン
ディピティ/千葉貴美智（生活文化）●MONDRY HOME/野呂幸治（建設）●㈲く
ろいし介護/中田順子（厚生福祉）●特定非営利活動法人 横町十文字まちそだ
て会/村上陽心（観光・交通・サービス）●TEA CUP/南雲貴恵子（生活文化）●工
藤建築設計事務所/工藤鉄禎（建設）

ご入会ありがとうございました。（新入会員のご紹介）
　この度、日本政策金融公庫と当会議所が連携し「一日公庫」を開催いたしま
す。この「一日公庫」では、当会議所において日本公庫の融資担当者が、融資の
お申込みをいただいたお客様とご面談し、審査を行います。日本公庫まで足を
運ばなくてもよいのでとても便利です。この機会にぜひご活用ください。

■日　時：平成30年11月21日（水）
　　　　　□午前の部10：00～12：00
　　　　　□午後の部13：00～16：00
■場　所：黒石商工会議所　相談室（黒石市市ノ町５-２）

　融資のご相談を希望される方は下記連絡先までお申込みください。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　相談課　TEL：52-4316

「一日公庫」in黒石商工会議所のご案内　

●時間外労働の上限規制　原則：月45時間、年360時間
　　施行：2019年４月１日～　※中小企業　2020年４月１日～
●年次有給休暇取得の義務付け　年５日
　　施行：2019年４月１日～
●残業代の割増賃金率の引上げ　月60時間超：50％割増し
　　施行：中小企業　2023年４月１日～
●非正規雇用労働者の不合理な待遇格差の禁止
　　施行：2020年４月１日～　※中小企業　2021年４月１日～

●お問い合わせ　弘前労働基準監督署　監督課　弘前市南富田町５－１
　　　　　　　　TEL：0172-33-6411

　弘前労働基準監督署では説明会のほか、相談担当者による個別訪問相談に
も応じていますので、お気軽にご連絡ください。
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「働き方」が変わります!!
2019年４月１日から

「働き方改革関連法」が順次施行されます。

　　　　★こんなご要望はありませんか？
・年末年始に向けて忙しくなりそうなので仕入資金を手当したい

・従業員へ年末のボーナスを出してあげたいので資金を準備したい

・設備が老朽化したので新しいものに買い換えたい　など＜中国語ワンポイント＞へようこそ


